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報告第４号 

 

繰越明許費繰越計算書について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、令和５

年度御殿場市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書を次のとおり調製したので、報告する｡ 

 

  令和６年６月５日 報 告 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美 
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報告第５号 

 

事故繰越し繰越計算書について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項において準用する同令

第１４６条第２項の規定により、令和５年度御殿場市一般会計予算の事故繰越し繰越計算

書を次のとおり調製したので、報告する｡ 

 

  令和６年６月５日 報 告 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美 
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報告第６号 

 

繰越明許費繰越計算書について 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、令和５

年度御殿場市救急医療センター特別会計予算の繰越明許費繰越計算書を次のとおり調製し

たので、報告する｡ 

 

  令和６年６月５日 報 告 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美 
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報告第７号 

 

予算繰越し繰越計算書について 

 

令和５年度御殿場市公共下水道事業会計予算において、次のとおり予算繰越ししたので、

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により報告する。 

 

令和６年６月５日 報告 

 

 

                       御殿場市長 勝 又 正 美 
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令和５年度 御殿場市公共下水道事業会計予算繰越計算書 

 

地方公営企業法第２６条第１項の規定による繰越額 

（建設改良費の繰越） 

款 項 事   業   名 予算計上額 支出済額 

 

１ 

資本的 

支 出 

 

 

１ 

建 設 

改良費 

 

 

御殿場浄化センター水処理設備

の建設工事委託に関する協定 

 

 

 

 

 

85,100,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,100,000 

 

 

地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額 

（事故繰越） 

款 項 事   業   名 予算計上額 支出済額 

１ 

収益的 

支 出 

 

２ 

営 業 

費 用 

 

御殿場第一中継ポンプ場進入路

修繕 

 

 

1,617,000 

 

 

 

 

0 

１ 

収益的 

支 出 

 

２ 

営 業 

費 用 

 

御殿場浄化センター２系№２最

初沈殿池スカムスキマ駆動装置

修繕 

 

 

 

1,540,000 

 

 

 

 

0 
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                                   単位 円 

翌 年 度 

繰 越 額 
左の財源内訳 不用額 

翌年度繰越額に係る

繰越を要するたな卸

資産の購入限度額 

説  明 

 

 

 

44,000,000 

 

 

 

 

（国庫補助金） 

23,650,000 

（企業債） 

19,300,000 

（財産区繰入金） 

1,017,000 

（損益勘定留保資金） 

33,000 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

受注生産製品の納品

に不測の日時を要し

たため 

 

 

 

 

                                   単位 円 

翌 年 度 

繰 越 額 
左の財源内訳 不用額 

翌年度繰越額に係る

繰越を要するたな卸

資産の購入限度額 

説  明 

 

 

1,617,000 

 

 

 

（事業収益） 

1,617,000 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

関係機関との協議に

不測の日時を要した

ため  

 

 

 

1,540,000 

 

 

 

（事業収益） 

1,540,000 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

受注生産製品の納品

に不測の日時を要し

たため 
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報告第８号 

 

御殿場市小山町土地開発公社の経営状況について 

 

御殿場市小山町土地開発公社の経営状況について、別冊のとおり関係書類を作成したの

で、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、議会に

提出する。 

 

令和６年６月５日 報告 

 

                       御殿場市長 勝 又 正 美 
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